
提

出

者

今

野

東

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

三

一

号

激
甚
災
害
の
指
定
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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激
甚
災
害
の
指
定
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
激
甚
災
害
指
定
に
関
連
し
て
、
以
下
の

通
り
お
尋
ね
す
る
。

一

激
甚
災
害
の
指
定
（
本
激
）
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
最
長
例
お
よ
び
最
短
例
、
平
均
的
な
例
を
ふ
ま
え
、
そ
の

期
間
を
要
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

激
甚
災
害
の
指
定
（
本
激
）
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
被
害
状
況
の
把
握
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
被

災
自
治
体
か
ら
は
早
期
指
定
の
実
施
を
求
め
る
声
が
強
い
。
被
害
状
況
の
概
算
に
よ
り
仮
指
定
を
行
う
な
ど
、
早
急
に
指
定

が
な
さ
れ
る
よ
う
制
度
の
改
善
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

三

被
災
自
治
体
の
な
か
に
は
、
財
政
面
に
よ
る
裏
付
け
が
不
明
な
中
で
、
具
体
的
な
災
害
復
旧
作
業
へ
の
着
手
に
あ
た
っ
て

戸
惑
う
事
例
が
多
々
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
対
し
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
べ
き
か
、
見
解
を
伺
い
た

い
。

右
質
問
す
る
。


